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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する表示装置と、
　被写体周辺の明るさを検出する第１の検出手段と、
　前記表示装置の周辺の明るさを検出する第２の検出手段と、
　ファインダーへの接眼を検出する接眼検出手段と、
　前記ファインダーから目が離れた後の経過時間を計時する計時手段と、
　前記計時手段により計時される前記経過時間が第１の時間である場合に、前記経過時間
が前記第１の時間より短い第２の時間である場合よりも、前記第１の検出手段による検出
結果の参照比率を下げ、かつ前記第２の検出手段による検出結果の参照比率を上げて、前
記表示装置の表示輝度を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記経過時間が長くなるに従って前記第１の検出手段による検出結果
の参照比率を下げ、かつ前記第２の検出手段による検出結果の参照比率を上げることを特
徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記接眼検出手段は、発光体と、該発光体から発光された光の反射光を受光する受光回
路と、を有して、前記ファインダーの周辺に配置される、ことを特徴とする請求項１又は
２に記載の撮像装置。
【請求項４】



(2) JP 5078715 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

　目の光順応曲線のデータを記憶する記憶手段を備え、前記制御手段は、前記経過時間に
基づいて前記表示装置の表示輝度を制御する際に、前記光順応曲線に沿って前記第１の検
出手段による検出結果及び前記第２の検出手段による検出結果に対する参照比率を変更す
る、ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　画像を表示する表示装置を備える撮像装置の制御方法であって、
　被写体周辺の明るさを検出する第１の検出ステップと、
　前記表示装置の周辺の明るさを検出する第２の検出ステップと、
　ファインダーへの接眼を検出する接眼検出ステップと、
　前記ファインダーから目が離れた後の経過時間を計時する計時ステップと、
　前記計時ステップにて計時される前記経過時間が第１の時間である場合に、前記経過時
間が前記第１の時間より短い第２の時間である場合よりも、前記第１の検出ステップでの
検出結果の参照比率を下げ、かつ前記第２の検出ステップでの検出結果の参照比率を上げ
て、前記表示装置の表示輝度を制御する制御ステップと、を備えることを特徴とする撮像
装置の制御方法。
【請求項６】
　画像を表示する表示装置を備える撮像装置の制御プログラムであって、
　被写体周辺の明るさを検出する第１の検出ステップと、
　前記表示装置の周辺の明るさを検出する第２の検出ステップと、
　ファインダーへの接眼を検出する接眼検出ステップと、
　前記ファインダーから目が離れた後の経過時間を計時する計時ステップと、
　前記計時ステップにて計時される前記経過時間が第１の時間である場合に、前記経過時
間が前記第１の時間より短い第２の時間である場合よりも、前記第１の検出ステップでの
検出結果の参照比率を下げ、かつ前記第２の検出ステップでの検出結果の参照比率を上げ
て、前記表示装置の表示輝度を制御する制御ステップと、をコンピュータに実行させる、
ことを特徴とする撮像装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、メニュー画像及び撮影画像を表示する表示装置を備えるデジタルカ
メラ等の撮像装置、撮像装置の制御方法及び撮像装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の撮像装置には、メニュー画像及び撮影画像を表示するための表示装
置が設けられている。表示装置の視認性は、周囲の明るさに大きく依存する。例えば、屋
外の明るい場所では表示装置の明るさが不十分で見にくく、屋内の暗い場所では表示装置
が明るすぎて見にくい場合がある。
【０００３】
　そこで、表示装置の周辺に設けた測光センサにより表示装置の周辺の明るさを検出し、
この検出値に基づいて表示装置の表示輝度を調整する技術が開示されている（特許文献１
）。また、被写体の周辺の明るさを検出し、この検出値に基づいて表示装置の表示輝度を
調整する技術が開示されている（特許文献２）。
【特許文献１】特開平５－２４１５１２号公報
【特許文献２】特開平９－６５１８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来技術は、被写体周辺の明るさ若しくは表示装置周辺の明るさを参照するため、
被写体周辺の明るさと表示装置周辺の明るさとに差異がある場合、目の光順応に適さず、
視認性が低下する虞があった。
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【０００５】
　例えば、日陰の暗い場所からファインダーを覗き込み、日向の明るい被写体を撮影し、
表示装置で画像を確認する場合、ファインダーから目を離した直後、目は被写体の明るさ
に順応している。このとき、表示装置を該表示装置の周辺の明るさを基準とした表示輝度
とすると、表示装置の画像が暗く見えづらい。
【０００６】
　一方、時間の経過と共に、徐々に目は日陰の暗さに順応する。このため、表示部を被写
体の周辺を基準とした表示輝度とすると、表示装置の画像が明るすぎて見えづらい。
【０００７】
　そこで、本発明は、被写体周辺と表示装置周辺との明るさが異なる撮影条件下において
、表示装置に表示される画像の視認性を向上させることができる撮像装置、撮像装置の制
御方法及び制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置は、画像を表示する表示装置と、被写体
周辺の明るさを検出する第１の検出手段と、前記表示装置の周辺の明るさを検出する第２
の検出手段と、ファインダーへの接眼を検出する接眼検出手段と、前記ファインダーから
目が離れた後の経過時間を計時する計時手段と、前記計時手段により計時される前記経過
時間が第１の時間である場合に、前記経過時間が前記第１の時間より短い第２の時間であ
る場合よりも、前記第１の検出手段による検出結果の参照比率を下げ、かつ前記第２の検
出手段による検出結果の参照比率を上げて、前記表示装置の表示輝度を制御する制御手段
と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、被写体周辺と表示装置周辺との明るさが異なる撮影条件下においても
目の光順応に適した自動調光制御が可能となるので、表示装置に表示される画像の視認性
を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００１３】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態である撮像装置を説明するための制御ブロック図であ
る。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態の撮像装置１００は、レンズマウント１０２，２０２を
介してレンズユニット２００が着脱自在に取り付けられており、被写体の光学像がレンズ
２１０、絞り２１１、シャッター１４４を介して撮像素子１２１に結像する。撮像素子１
２１に結像した光学像は、該撮像素子１２１により電気信号に変換される。
【００１５】
　撮像素子１２１のアナログ信号出力は、Ａ／Ｄ変換部１２２によりディジタル信号に変
換され、Ａ／Ｄ変換されたディジタル信号は、メモリ制御部１２４及びシステム制御部（
制御手段）１２０により制御されて、メモリ１２７に格納される。
【００１６】
　画像処理部１２３は、前記ディジタル信号のデータ或いはメモリ制御部１２４からのデ
ータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。
【００１７】
　また、画像処理部１２３は、適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データを
圧縮伸長する圧縮伸長回路を備え、メモリ１２７に格納された画像を読み込んで圧縮或い
は伸長処理を行い、処理を終えたデータをメモリ１２７に書き込むことも可能である。
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【００１８】
　更に、画像処理部１２３においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行
い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ（スルーザレンズ）方式のＡＷＢ（オートホワイ
トバランス）処理も行う。
【００１９】
　メモリ制御部１２４は、Ａ／Ｄ変換部１２２、画像処理部１２３、液晶パネル表示部１
２５、外部着脱メモリ１３１とメモリ１２７との間のデータの送受を制御する。Ａ／Ｄ変
換部１２２のデータが、画像処理部１２３及びメモリ制御部１２４を介して、或いは直接
メモリ制御部１２４を介して、メモリ１２７に書き込まれる。
【００２０】
　表示装置１１０は、例えば液晶パネル表示部１２５及びバックライト照明部１２６を有
している。液晶パネル表示部１２５は、メモリ１２７の表示データ用格納領域へ書き込ま
れたメニュー画面、または外部着脱メモリ部１３１に格納された画像ファイルを表示する
ことが可能である。
【００２１】
　バックライト照明部１２６は、液晶パネル表示部１２５の背面に光を照射するもので、
バックライト照明の光源素子としては、ＬＥＤ、有機ＥＬ、蛍光管等がある。バックライ
ト照明部１２６は、システム制御部１２０の指示により照明を任意に点灯或いは消灯する
ことが可能である。
【００２２】
　また、バックライト照明部１２６は、システム制御部１２０により、電圧駆動方式或い
はＰＷＭ駆動方式の何れかで光源素子の通電電流を制限することで、表示装置１１０の表
示輝度を調整する調光機能を有する。
【００２３】
　メモリ１２７は、撮影した静止画像及び再生用表示のための画像を格納するためのメモ
リであり、所定枚数の静止画像を格納するのに十分な記憶量を備えている。なお、メモリ
１２７は、システム制御部１２０の作業領域、表示輝度変換の際の作業領域としても使用
することが可能である。
【００２４】
　不揮発性メモリ（記憶手段）１２８は、例えばフラッシュメモリやＥＥＰＲＯＭ等が用
いられる。また、不揮発性メモリ１２８には、撮影状態の保存や、撮像装置１００を制御
するプログラムが格納される。
【００２５】
　測光部（第２の検出手段）１２９は、表示装置１１０の周辺部の明るさを検出するフォ
トダイオードやフォトトランジスタ等の測光センサ４０４（図２参照）を備えている。
【００２６】
　測光センサ４０４は、図２に示すように、液晶パネル表示部４０３の左右両側の２箇所
に設置されている。このように、左右２箇所に測光センサ４０４を設置することで、表示
装置１１０の周辺の平均の明るさを測光することが可能になる。
【００２７】
　接眼検出部（接眼検出手段）１３０は、図２に示すファインダー４０１の周辺に配置さ
れた赤外発光レンズ窓４０２ａ及び受光レンズ窓４０２ｂを有している。赤外発光レンズ
窓４０２ａの内部には、赤外発光体が配置され、受光レンズ窓４０２ｂの内部には、受光
回路が配置されている。
【００２８】
　そして、赤外発光体から赤外発光レンズ窓４０２ａを介して一定間隔で赤外光を発光し
、被検出物体での反射光を受光レンズ窓４０２ｂを介して受光回路で受光して規定位置に
被検出物体があるか否か、即ち、ファインダー４０１に接眼されたか否かを検出する。
【００２９】
　外部着脱メモリ部１３１は、コンパクトフラッシュ(登録商標)やＳＤカード等の記録媒
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体に対して画像ファイルの記録や読み出しを行うためのである。
【００３０】
　電源回路１３８は、電池、電池検出回路、ＤＣＤＣコンバータ、通電するブロックを切
り替えるスイッチ回路等により構成されており、電池の装着の有無、電池の種類、電池残
量の検出を行う。
【００３１】
　また、電源回路１３８は、検出結果及びシステム制御部１２０の指示に基づいてＤＣＤ
Ｃコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、各ブロック部へ供給する。
【００３２】
　なお、システム制御部１２０は、撮像装置１００の動作状態に伴い、不要なブロックへ
の電源供給を停止することで、省電力へのパワーマネージメント制御を行っている。
【００３３】
　例えば、画像再生表示やメニュー画面表示の場合、カメラ制御用ブロックは動作不要の
ため、システム制御部１２０は、カメラ制御部１４０、測光部１４２、測距部１４３、撮
像素子１２１、レンズユニット２００、ストロボユニット３００への供給電源を遮断する
。
【００３４】
　シャッター制御部１４１は、測光部１４２からの測光情報に基づいて、絞り２１１を制
御するレンズ制御部２０３と連携しながら、シャッター１４４を制御する。
【００３５】
　測光部（第１の検出手段）１４２は、ＡＥ（自動露出）処理を行うための被写体周辺を
測光するセンサを有している。測光部１４２は、被写体側からの光がレンズ２１０、絞り
２１１、不図示の測光用レンズを介して入射することにより、光学像として結像された画
像の露出状態を測定する。
【００３６】
　また、測光部１４２は、ストロボユニット３００と連携してＥＦ（フラッシュ調光）処
理を行う機能を有する。ストロボユニット３００は、ＡＦ補助光の投光機能、フラッシュ
調光機能を有する。
【００３７】
　測距部１４３は、ＡＦ（オートフォーカス）処理を行うためのものであり、被写体側か
らの光がレンズ２１０、絞り２１１、不図示の測距用ミラーを介して入射することにより
、光学像として結像された画像の合焦状態を測定する。
【００３８】
　上述したように、本実施形態では、測距部１４３及び被写体周辺の測光部１４２を専用
に備えるため、測距部１４３及び測光部１４２を用いて、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＥＦ処理
の各処理を行う構成となっている。
【００３９】
　カメラ制御部１４０は、シャッター制御部１４１、測光部１４２、測距部１４３との間
の送受信により撮像装置１００の一連の動作を制御する。また、カメラ制御部１４０は、
レンズユニット２００、ストロボユニット３００を制御することも可能である。システム
制御部１２０は、撮像装置１００全体を制御する。
【００４０】
　再生スイッチ１３２は、液晶表示パネル部１２５に所定の画像データを表示する再生表
示モード操作を行うスイッチである。外部着脱メモリ部１３１に格納された画像ファイル
を液晶表示パネル部１２５に再生表示する場合は、必ずこの再生スイッチ１３２により操
作する必要がある。また、すでに再生表示モードで、再生スイッチ１３２の操作が行われ
た場合には、再生表示モードから撮影モードへの切り替えができる。
【００４１】
　メニュースイッチ１３３は、液晶表示パネル部１２５に各種項目一覧を表示するための
スイッチである。表示内容としては、撮影に関する状態設定、記録媒体のフォーマット、
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時計の設定、現像パラメータ設定、及びユーザー機能設定（カスタム機能の設定）等があ
る。
【００４２】
　モードダイアル１３４は、各種撮影モードを切り替え設定するためのスイッチである。
撮影モードしては、例えば、自動撮影モード、プログラム撮影モード、シャッター速度優
先撮影モード、絞り優先撮影モード、マニュアル撮影モード、ポートレート撮影モード、
風景撮影モード、スポーツ撮影モード、夜景撮影モード等がある。
【００４３】
　レリーズスイッチ１３５は、半押し（ＳＷ１）及び全押し（ＳＷ２）で各々ＯＮとなる
スイッチである。レリーズスイッチ１３５の半押し状態では、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＡＷ
Ｂ処理、ＥＦ処理等の動作開始を指示する。
【００４４】
　レリーズスイッチ１３５の全押し状態では、撮像素子１２１から読み出した画像データ
をＡ／Ｄ変換部１２２及びメモリ制御部１２４を介してメモリ１２７に書き込む撮像処理
、画像処理部１２３やメモリ制御部１２４での演算による現像処理の動作開始を指示する
。
【００４５】
　また、レリーズスイッチ１３５の全押し状態では、メモリ１２７から画像データを読み
出し、画像処理部１２３でさらに圧縮を行い、外部着脱メモリ部１３１に装着された不図
示の記録媒体に画像データを書き込む記録処理の動作開始を指示する。
【００４６】
  操作部１３６は、各種ボタンスイッチからなり、撮影モード、連写モード、セット、マ
クロ、ページ送り、フラッシュ設定、メニュー移動、ホワイトバランス選択、撮影画質選
択、露出補正、日付／時間等を設定することができる。
【００４７】
　また、操作部１３６には、上下左右方向スイッチ、再生画像のズーム倍率変更スイッチ
、液晶パネル表示部１２５の画像表示ＯＮ／ＯＦＦスイッチ、撮影直後に撮影画像データ
を自動再生するクイックレビューＯＮ／ＯＦＦスイッチがある。
【００４８】
　更に、操作部１３６には、画像を消去する画像消去スイッチ、ＪＰＥＧ圧縮の各圧縮率
と撮像素子１２１の信号をそのままディジタル化して記録するＣＣＤＲＡＷモードとを選
択する圧縮モードスイッチがある。
【００４９】
　更に、操作部１３６には、レリーズスイッチ１３５の半押し状態でオートフォーカスの
合焦状態を保ち続けるワンショットＡＦモードと連続してオートフォーカス動作を続ける
サーボＡＦモードとを設定するＡＦモード設定スイッチ等がある。
【００５０】
　電源スイッチ１３７は、撮像装置１００の電源ＯＮ、電源ＯＦＦの各モードを切り替え
設定することができる。また、電源スイッチ１３７は、撮像装置１００に接続されたレン
ズユニット２００、ストロボユニット３００、記録媒体等の各種付属装置の電源ＯＮ、電
源ＯＦＦの設定も合わせて切り替え設定することができる。
【００５１】
　タイマー（計時手段）１３９は、時計機能、カレンダー機能、タイマーカウンター機能
、アラーム機能を有し、スリープモードへの移行時間や、アラーム通知などのシステム管
理に用いられる。
【００５２】
　レンズマウント１０２，２０２は、撮像装置１００をレンズユニット２００と接続する
ためのインターフェースである。コネクタ１０１，２０１は、撮像装置１００をレンズユ
ニット２００と電気的に接続するためのものであり、カメラ制御部１４０により制御され
る。アクセサリシュー１１１，３０１は、撮像装置１００をストロボユニット３００と接
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続するためのインターフェースである。
【００５３】
　レンズ制御部２０３は、レンズユニット２００全体を制御する。レンズ制御部２０３は
、動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリやレンズユニット２００固有の番
号等の識別情報、管理情報、開放絞り値や最小絞り値、焦点距離等の機能情報、現在や過
去の各設定値などを保持する不揮発性メモリの機能も備える。
【００５４】
　レンズシステム制御部２０３は、絞り２１１を制御したり、レンズ２１０のフォーカシ
ングを制御したり、レンズ２１０のズーミングを制御する機能も兼ね備えている。
【００５５】
　ストロボ発光制御部３０２は、ストロボユニット３００全体を制御するものであり、不
図示のキセノン管等の発光部に対し、被写体周辺の測光部１４２からの情報を基に、発光
量や発光タイミングを制御する。
【００５６】
　次に、図３を参照して、本実施形態の撮像装置の動作例について説明する。なお、図３
での各処理は、記憶手段（不揮発性メモリ１２８やハードディスク等）に記憶された制御
プログラムがＲＡＭ（メモリ１２７等）にロードされて、システム制御部１２０により実
行される。
【００５７】
　ステップＳ１０１では、システム制御部１２０は、測光部１２９による表示装置１１０
の周辺の明るさの測光値に従って表示装置１１０の表示輝度を設定し、ステップＳ１０２
に進む。
【００５８】
　ステップＳ１０２では、システム制御部１２０は、再生スイッチ１３２等による液晶表
示のＯＮ操作によりバックライト照明部１２６を制御し、ステップＳ１０１で設定した表
示輝度で表示装置１１０に撮影画像若しくはメニュー画像等を表示する。また、システム
制御部１２０は、表示装置１１０に既に画像が表示されていれば輝度を変更し、ステップ
Ｓ１０３に進む。
【００５９】
　ステップＳ１０３では、システム制御部１２０は、接眼検出部１３０からの情報を基に
撮影者がファインダー４０１へ接眼したか否かを判断し、接眼した場合は、ステップＳ１
０４において表示装置１１０の液晶表示をＯＦＦにする。これにより、電力消費を抑え、
且つファインダー４０１を覗く際に表示装置１１０の光が目に入ることを防ぐことができ
る。
【００６０】
　次に、ステップＳ１０５では、システム制御部１２０は、レリーズスイッチ１３４が半
押し（ＳＷ１）でＯＮされているかどうかを判断し、ＯＮされていればステップＳ１０６
に進む。
【００６１】
　ステップＳ１０６では、システム制御部１２０は、測光部１４２を制御して被写体周辺
の明るさを測光し、ステップＳ１０７に進む。
【００６２】
　ステップＳ１０７では、システム制御部１２０は、接眼検出部１３０からの情報を基に
撮影者がファインダー４０１から目を離したか否かを判断し、目を離した場合は、ステッ
プＳ１０８に進む。
【００６３】
　ステップＳ１０８では、システム制御部１２０は、タイマー１３９によるタイマーカウ
ントを開始し、ファインダー４０１から撮影者が目を離した後の経過時間を計時し、ステ
ップＳ１０９に進む。
【００６４】
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　ステップＳ１０９では、システム制御部１２０は、測光部１２９を制御して、再び表示
装置１１０の周辺の明るさを測光し、ステップＳ１１０に進む。
【００６５】
　ステップＳ１１０では、システム制御部１２０は、ステップＳ１０８で開始されたタイ
マーカウント値に従って、ステップＳ１０６での被写体周辺の測光値（検出値）とステッ
プＳ１０９での表示装置１１０の周辺の測光値（検出値）との参照比率を変更する。
【００６６】
　そして、システム制御部１２０は、変更した参照比率に応じて表示装置１１０の輝度を
決定し、ステップＳ１１１に進む。
【００６７】
　ステップＳ１１１では、システム制御部１２０は、ステップＳ１１０で決定した輝度と
なるようにバックライト照明部１２６を制御し、表示装置１１０に画像を表示させ、ステ
ップＳ１１２に進む。
【００６８】
　ステップＳ１１２では、システム制御部１２０は、ステップＳ１０８で開始されたタイ
マーカウント値に従って、徐々にステップＳ１０６での被写体周辺の測光値とステップＳ
１０９の表示装置１１０周辺の測光値との参照比率を変更する。参照比率の変更は、被写
体周辺の測光値の参照比率が０になるまで行われる。
【００６９】
　図４は、例えば、被写体周辺が表示装置１１０周辺より明るい場合の表示装置１１０で
の表示輝度の変化を示すグラフ図である。
【００７０】
　図３のステップＳ１０１では、システム制御部１２０は、表示装置１１０の周辺の測光
値に従って表示装置１１０の表示輝度を設定する。
【００７１】
　このときの表示輝度が図４の輝度１ａである。目は被写体周辺に比べて暗い表示装置１
１０の周辺の明るさに順応しているため、表示装置１１０の周辺の測光値を参照し、表示
輝度を抑えることで視認性が向上する。
【００７２】
　図３のステップＳ１０３では、システム制御部１２０は、接眼検出部１３０からの情報
を基に撮影者がファインダー４０１へ接眼したと判断した場合は、ステップＳ１０４にお
いて表示装置１１０の液晶表示をＯＦＦにする。このときの表示輝度が図４の輝度２ａ＝
０である。
【００７３】
　図３のステップＳ１１０では、システム制御部１２０は、ステップＳ１０８で開始され
たタイマーカウント値に従って、ステップＳ１０６での被写体周辺の測光値とステップＳ
１０９での表示装置１１０の周辺の測光値との参照比率を変更し、表示輝度を決定する。
【００７４】
　このとき、システム制御部１２０は、タイマーカウント開始時は被写体周辺の測光値の
参照比率を表示装置１１０の周辺の測光値の参照比率より大きくし、タイマーカウント値
の増加につれて、徐々に表示装置１１０の周辺の測光値の参照比率を上げる。このときの
表示輝度の変化を示したものが図４の輝度３ａである。
【００７５】
　目をファインダー４０１から離した直後、つまり目が表示装置１１０周辺に比べて明る
い被写体周辺の明るさに順応しているときは、被写体周辺の測光値の参照比率を上げて表
示装置１１０の表示輝度を上げることで視認性が向上する。
【００７６】
　一方、目は時間が経つにつれて表示装置１１０周辺の明るさに順応していく。そこで、
目の光順応にあわせて、徐々に表示装置１１０周辺の測光値の参照比率を上げ、表示輝度
を下げることで視認性を向上させることができる。
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【００７７】
　なお、以上の説明においては、被写体周辺が表示装置１１０周辺より明るい場合を例示
したが、表示装置１１０周辺が被写体周辺より明るい場合でも被写体周辺の測光値の参照
比率と表示装置１１０の周辺の測光値の参照比率を変更することで同様の効果が得られる
。
【００７８】
　図５は、目の明暗順応曲線を示すグラフ図である。目の光順応は一般的に図５に示すよ
うな曲線を描く。この明暗順応曲線データは、予め所定の記憶手段（不揮発性メモリ１２
８やハードディスク等）に記憶されている。
【００７９】
　図５に示すように、明暗の光強度差が大きいほど順応時間は長く、また、明所への順応
（明順応）より暗所への順応（暗順応）の方が順応時間は長い。システム制御部１２０は
、被写体周辺の測光値の参照比率と表示装置１１０の周辺の測光値の参照比率を図５の光
順応曲線に沿うように変化させる。これにより、視認性をより効果的に向上させることが
できる。
【００８０】
　以上説明したように、本実施形態では、被写体周辺と表示装置１１０周辺との明るさが
異なる撮影条件下においても目の光順応に適した自動調光制御が可能となるので、表示装
置１１０に表示される画像の視認性を向上させることができる。
【００８１】
　なお、本実施形態では、接眼検出部１３０により撮影者がファインダー４０１へ接眼し
たか否かを検出しているが、表示装置１１０周辺の明るさを測光する測光部１２９を用い
て撮影者がファインダー４０１へ接眼したか否かを検出してもよい。
【００８２】
　図６は、接眼検出手段として、表示装置１１０周辺の明るさを測光する測光部１２９を
用いる例を説明するための図である。
【００８３】
　この変形例では、図２の接眼検出部１３０の赤外発光レンズ窓４０２ａ及び受光レンズ
窓４０２ｂの位置に測光部１２９の測光センサ４０４を設置している。この位置に測光セ
ンサ４０４を設置することで、ファインダー４０１を覗いた際、測光センサ４０４が撮影
者の顔で覆われる。
【００８４】
　このときの測光値の変化からシステム制御部１２０によりファインダー４０１への接眼
を検出することができる。このようにすると、接眼検出部１３０が不要となるため、コス
トを低減することが可能となる。
【００８５】
　（第２の実施形態）
　次に、図７及び図８を参照して、本発明の第２の実施形態である撮像装置について説明
する。なお、上記第１の実施形態と重複する部分については、符号を流用して説明する。
【００８６】
　図７は、本実施形態の撮像装置の動作例を説明するためのフローチャート図である。図
７での各処理は、記憶手段（不揮発性メモリ１２８やハードディスク等）に記憶された制
御プログラムがＲＡＭ（メモリ１２７等）にロードされて、システム制御部１２０により
実行される。
【００８７】
　本実施形態は、接眼検出手段として、レリーズスイッチ１３４を用い、上記第１の実施
形態に対して、接眼検出部１３０（赤外発光レンズ窓４０２ａ及び受光レンズ窓４０２ｂ
を含む）を省いた例である。
【００８８】
　まず、ステップＳ２０１では、システム制御部１２０は、システム制御部１２０は、測



(10) JP 5078715 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

光部１２９による表示装置１１０の周辺の明るさの測光値に従って表示装置１１０の表示
輝度を設定し、ステップＳ２０２に進む。
【００８９】
　ステップＳ２０２では、システム制御部１２０は、再生スイッチ１３２等による液晶表
示のＯＮ操作によりバックライト照明部１２６を制御し、ステップＳ２０１で設定した表
示輝度で表示装置１１０に撮影画像若しくはメニュー画像等を表示する。また、システム
制御部１２０は、表示装置１１０に既に画像が表示されていれば輝度を変更し、ステップ
Ｓ２０３に進む。
【００９０】
　ステップＳ２０３では、システム制御部１２０は、レリーズスイッチ１３４が半押し（
ＳＷ１）でＯＮされているかどうかを判断し、ＯＮされていればステップＳ２０４に進む
。
【００９１】
　ステップＳ２０４では、システム制御部１２０は、レリーズスイッチ１３４が半押し（
ＳＷ１）でＯＮされていることで撮影者がファインダー４０１へ接眼したと判断し、表示
装置１１０の液晶表示をＯＦＦにする。これにより、電力消費を抑え、且つファインダー
４０１を覗く際に表示装置１１０の光が目に入ることを防ぐことができる。
【００９２】
　次に、ステップＳ２０５では、システム制御部１２０は、測光部１４２を制御して被写
体周辺の明るさを測光し、ステップＳ２０６に進む。
【００９３】
　ステップＳ２０６では、システム制御部１２０は、レリーズスイッチ１３４が半押し（
ＳＷ１）でＯＮされているかどうかを判断し、ＯＮされていなければ（ＯＦＦであれば）
、ステップＳ２０７に進む。
【００９４】
　ステップＳ２０７では、システム制御部１２０は、ステップＳ２０６の判断結果がＯＦ
Ｆであることで撮影者がファインダー４０１から目を離したと判断する。そして、システ
ム制御部１２０は、タイマー１３９によるタイマーカウントを開始し、ファインダーから
目を離した後の経過時間を計時し、ステップＳ２０８に進む。
【００９５】
　ステップＳ２０８では、システム制御部１２０は、測光部１２９を制御して、再び表示
装置１１０の周辺の明るさを測光し、ステップＳ２０９に進む。
【００９６】
　ステップＳ２０９では、システム制御部１２０は、ステップＳ２０７で開始されたタイ
マーカウント値に従って、ステップＳ２０５での被写体周辺の測光値とステップＳ２０８
での表示装置１１０の周辺の測光値との参照比率を変更する。
【００９７】
　そして、システム制御部１２０は、変更した参照比率に応じて表示装置１１０の輝度を
決定し、ステップＳ２１０に進む。
【００９８】
　ステップＳ２１０では、システム制御部１２０は、ステップＳ２０９で決定した輝度と
なるようにバックライト照明部１２６を制御し、表示装置１１０に画像を表示させ、ステ
ップＳ２１１に進む。
【００９９】
　ステップＳ２１１では、システム制御部１２０は、ステップＳ２０７で開始されたタイ
マーカウント値に従って、徐々にステップＳ２０５での被写体周辺の測光値とステップＳ
２０８の表示装置１１０周辺の測光値との参照比率を変更する。参照比率の変更は、被写
体周辺の測光値の参照比率が０になるまで行われる。
【０１００】
　図８は、例えば、被写体周辺が表示装置１１０周辺より明るい場合の表示装置１１０で
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の表示輝度の変化を示すグラフ図である。
【０１０１】
　図７のステップＳ２０１では、システム制御部１２０は、表示装置１１０の周辺の測光
値に従って表示装置１１０の表示輝度を設定する。このときの表示輝度が図８の輝度１ｂ
である。目は被写体周辺に比べて暗い表示装置１１０周辺の明るさに順応しているため、
表示装置１１０の周辺の測光値を参照し、表示輝度を抑えることで視認性が向上する。
【０１０２】
　図７のステップＳ２０４では、システム制御部１２０は、ステップＳ２０３においてレ
リーズスイッチ１３４が半押し（ＳＷ１）でＯＮされていることで、撮影者がファインダ
ー４０１へ接眼したと判断し、表示装置１１０の液晶表示をＯＦＦにする。このときの表
示輝度が図８の輝度２ｂ＝０である。
【０１０３】
　図７のステップＳ２１０では、システム制御部１２０は、ステップＳ２０７で開始され
たタイマーカウント値に従って、被写体周辺の測光値と表示装置１１０の周辺の測光値と
の参照比率を変更し、表示輝度を決定する。
【０１０４】
　このとき、システム制御部１２０は、タイマーカウント開始時は被写体周辺の測光値の
参照比率を表示装置１１０の周辺の測光値の参照比率より大きくし、タイマーカウント値
の増加につれて、徐々に表示装置１１０の周辺の測光値の参照比率を上げる。このときの
表示輝度の変化を示したものが図８の輝度３ｂである。
【０１０５】
　この場合、上記第１の実施形態と同様に、システム制御部１２０により、記憶手段に記
憶された目の光順応曲線（図５参照）に沿って、徐々に表示装置１１０周辺の測光値の参
照比率を上げ、表示輝度を下げることで視認性を向上させることができる。
【０１０６】
　なお、以上の説明においては、被写体周辺が表示装置１１０周辺より明るい場合を例示
したが、表示装置１１０周辺が被写体周辺より明るい場合でも被写体周辺の測光値の参照
比率と表示装置１１０の周辺の測光値の参照比率を変更することで同様の効果が得られる
。
【０１０７】
　また、本実施形態では、レリーズスイッチ１３４を用いてファインダー４０１への接眼
を判別するようにしているが、他のボタンやスイッチ等の操作手段等を用いてファインダ
ー４０１への接眼を判別するようにしてもよい。
【０１０８】
　本実施形態では、接眼検出部１３０が不要となるため、コストを低減することが可能と
なる。その他の構成及び作用効果は、上記第１の実施形態と同様である。
【０１０９】
　なお、本発明は、上記実施の形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【０１１０】
　例えば、上記実施形態では、撮影直後に撮影画像データを自動再生するクイックレビュ
ーの使用を想定し、ファインダー４０１から目を離した直後に表示装置１１０の画像表示
をＯＮとしている。しかし、再生スイッチ若しくはメニュースイッチ等が押された後に表
示装置１１０の画像表示をＯＮとしてもよい。
【０１１１】
　また、上記実施形態では、撮像装置としてレンズ交換デジタルカメラを例示したが、レ
ンズ一体型のコンパクトディジタルカメラ等の撮像装置に本発明を暦用してもよい。
【０１１２】
　更に、上記実施形態では、カメラ制御部１４０及びシステム制御部１２０を独立した回
路構成としているが、システム制御部１２０がカメラ制御部を兼ね備えた構成であっても



(12) JP 5078715 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

よい。
【０１１３】
　更に、上記実施形態では、電池による電源供給を例示したが、太陽光やその他の自発性
エネルギーを電源としてもよい。
【０１１４】
　更に、上記実施形態では、バックライト照明を使用する液晶ディスプレイ型の表示装置
１１０を例示したが、有機ＥＬディスプレイやＦＥＤ等の自発光型ディスプレイを用いて
もよい。
【０１１５】
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することによって達成される。即ち、上述し
た実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、シ
ステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭ
ＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。
【０１１６】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【０１１７】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
できる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【０１１８】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の
処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれる。
【０１１９】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理によって実現される場合も本発明に含まれ
る。即ち、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う場合である。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】本発明の第１の実施形態である撮像装置を説明するための制御ブロック図である
。
【図２】本発明の第１の実施形態である撮像装置を背面側から見た概略図である。
【図３】本発明の第１の実施形態である撮像装置の動作例について説明するためのフロー
チャート図である。
【図４】被写体周辺が表示装置周辺より明るい場合の表示装置での表示輝度の変化を示す
グラフ図である。
【図５】目の明暗順応曲線を示すグラフ図である。
【図６】本発明の第１の実施形態である撮像装置の変形例を説明するための概略図である
。
【図７】本発明の第２の実施形態である撮像装置の動作例について説明するためのフロー
チャート図である。
【図８】被写体周辺が表示装置周辺より明るい場合の表示装置での表示輝度の変化を示す
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【符号の説明】
【０１２１】
１００　撮像装置
１０１　レンズ用インターフェース
１０２　レンズマウント（カメラ側）
１１０　表示装置
１１１　アクセサリシュー
１２０　システム制御部
１２１　撮像素子
１２２　Ａ／Ｄ変換部
１２３　画像処理部
１２４　メモリ制御部
１２５　液晶パネル表示部
１２６　バックライト照明部
１２７　メモリ
１２８　不揮発性メモリ
１２９　測光部
１３０　接眼検出部
１３１　外部着脱メモリ部
１３２　再生スイッチ
１３３　メニュースイッチ
１３４　モードダイアル
１３５　レリーズスイッチ
１３６　操作部
１３７　電源スイッチ
１３８　電源回路
１３９　タイマー
１４０　カメラ制御部
１４１　シャッター制御部
１４２　測光部
１４３　測距部
１４４　シャッター
２０１  レンズ用インターフェース
２０２  レンズマウント（レンズ側）
２０３  レンズ制御部
２１０  レンズ
２１１  絞り
３００  ストロボユニット
３０１  アクセサリシュー接続部
３０２  ストロボ発光制御部
４０１  ファインダー
４０２ａ  赤外発光レンズ窓
４０２ｂ  受光レンズ窓
４０４  測光センサ
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